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ひたちなか市条例第  号 

 

 

ひたちなか市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例 

 

 

ひたちなか市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年

条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 

第４条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 市長又は教育委員会は，特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で，

住登外者宛名番号管理機能（市の事務を処理するために利用する情報システムの

機能であって住登外者（市の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同

じ。）を特定する固有の番号を付番し，管理するものをいう。以下同じ。）による

住登外者の情報の管理に関する情報（以下「住登外者宛名情報」という。）であっ

て自らが保有するものを利用することができる。 

別表第１中５の項を６の項とし，４の項の次に次のように加える。 

５ 市長 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関す

る事務であって規則で定めるもの 

別表第１に次のように加える。 

７ 教育委員会 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関す

る事務であって規則で定めるもの 

別表第２の１の項及び２の項を次のように改める。 

１ 市長  ひたちなか市医療福祉費支給

に関する条例による医療福祉

費の支給等に関する事務であ

って規則で定めるもの 

地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）その他の地方税に関す

る法律に基づく条例の規定に

より算定した税額又はその算

定の基礎となる事項に関する

情報（以下「地方税関係情報」

という。）であって規則で定め

るもの 

住民基本台帳法（昭和４２年法

律第８１号）第７条第４号に規

定する事項（以下「住民票関係
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情報」という。）であって規則

で定めるもの 

医療保険各法（健康保険法（大

正１１年法律第７０号），船員

保険法（昭和１４年法律第７３

号），私立学校教職員共済法（昭

和２８年法律第２４５号），国

家公務員共済組合法（昭和３３

年法律第１２８号），国民健康

保険法（昭和３３年法律第１９

２号）又は地方公務員等共済組

合法（昭和３７年法律第１５２

号）をいう。）又は高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和５

７年法律第８０号）による医療

に関する給付の支給又は保険

料の徴収に関する情報（以下

「医療保険給付関係情報」とい

う。）であって規則で定めるも

の 

生活保護法による保護の実施

又は就労自立給付金の支給に

関する情報（以下「生活保護関

係情報」という。）であって規

則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対す

る生活保護法による保護に準

ずる措置に関する情報（以下

「生活困窮外国人生活保護関

係情報」という。）であって規

則で定めるもの 

身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）による身体障

害者手帳に関する情報であっ

て規則で定めるもの 
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児童扶養手当法（昭和３６年法

律第２３８号）による児童扶養

手当の支給に関する情報（以下

「児童扶養手当関係情報」とい

う。）であって規則で定めるも

の 

住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの 

２ 市長  生活に困窮する外国人に対す

る生活保護法による保護に準

ずる措置に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

医療保険給付関係情報であっ

て規則で定めるもの 

母子保健法（昭和４０年法律第

１４１号）による養育医療の給

付又は養育医療に要する費用

の支給に関する情報であって

規則で定めるもの 

介護保険法（平成９年法律第１

２３号）による保険給付の支

給，地域支援事業の実施又は保

険料の徴収に関する情報（以下

「介護保険給付等関係情報」と

いう。）であって規則で定める

もの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第３０号）による支

援給付又は配偶者支援金の支

給に関する情報（以下「中国残

留邦人等支援給付等関係情報」

という。）であって規則で定め
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るもの 

特別児童扶養手当等の支給に

関する法律（昭和３９年法律第

１３４号）による障害児福祉手

当若しくは特別障害者手当又

は国民年金法等の一部を改正

する法律（昭和６０年法律第３

４号）附則第９７条第１項の福

祉手当の支給に関する情報で

あって規則で定めるもの 

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３

号）による自立支援給付の支給

に関する情報（以下「障害者自

立支援給付関係情報」という。）

であって規則で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 

児童手当法（昭和４６年法律第

７３号）による児童手当の支給

に関する情報であって規則で

定めるもの 

住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの 

別表第２の３の項中 

「 

ひたちなか市障害者手帳交付申請用

診断書料助成要綱による助成金の交

付等に関する事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 

」を 

「 

ひたちなか市障害者手帳交付申請用

診断書料助成要綱による助成金の交

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 
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付等に関する事務であって規則で定

めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

」に 

改め，同表４の項中 

「 

ひたちなか市緊急保育サービス事業

実施要綱による緊急保育サービス事

業の実施に関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 

生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

生活困窮外国人生活保護関係情報で

あって規則で定めるもの 

」を 

「 

ひたちなか市緊急保育サービス事業

実施要綱による緊急保育サービス事

業の実施に関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 

生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

生活困窮外国人生活保護関係情報で

あって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

」に 

改め，同表１８の項中 

「 

子ども・子育て支援法（平成２４年法

律第６５号）による子どものための

教育・保育給付若しくは子育てのた

めの施設等利用給付の支給又は地域

子ども・子育て支援事業の実施に関

する事務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 

生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

生活困窮外国人生活保護関係情報で

あって規則で定めるもの 

」を 

「 

子ども・子育て支援法（平成２４年法

律第６５号）による子どものための

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 
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教育・保育給付若しくは子育てのた

めの施設等利用給付の支給又は地域

子ども・子育て支援事業の実施に関

する事務であって規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

生活困窮外国人生活保護関係情報で

あって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

」に 

改め，同項を同表１９の項とし，同表１７の項中 

「 

障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律による自

立支援給付の支給又は地域生活支援

事業の実施に関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 

生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報

であって規則で定めるもの 

生活困窮外国人生活保護関係情報で

あって規則で定めるもの 

」を 

「 

障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律による自

立支援給付の支給又は地域生活支援

事業の実施に関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 

生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報

であって規則で定めるもの 

生活困窮外国人生活保護関係情報で

あって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

」に 

改め，同項を同表１８の項とし，同表中１６の項を１７の項とし，１５の項を１６

の項とし，１４の項を１５の項とし，同表１３の項中「母子健康包括支援センター」

を「こども家庭センター」に改め，同項を同表１４の項とし，同表中１２の項を１

３の項とし，８の項から１１の項までを１項ずつ繰り下げ，同表７の項中「進学準

備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改め，同項を同表８の項とし，同表中６
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の項を７の項とし，５の項を６の項とし，４の項の次に次のように加える。 

５ 市長 住登外者宛名番号管理機能に

よる住登外者の情報の管理に

関する事務であって規則で定

めるもの 

医療福祉費の支給等に関する

情報であって規則で定めるも

の 

生活困窮外国人生活保護関係

情報であって規則で定めるも

の 

障害者手帳交付申請用診断書

料助成金の交付等に関する情

報であって規則で定めるもの 

緊急保育サービス事業の実施

に関する情報であって規則で

定めるもの 

特定個人番号利用事務に関す

る情報であって規則で定める

もの 

別表第２に次のように加える。 

２０ 教育委員会 ひたちなか市就学援助費交付

規則による就学援助費の交付

等に関する事務であって規則

で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの 

２１ 教育委員会 住登外者宛名番号管理機能に

よる住登外者の情報の管理に

関する事務であって規則で定

めるもの 

就学援助費の交付等に関する

情報であって規則で定めるも

の 

特定個人番号利用事務に関す

る情報であって規則で定める

もの 

別表第３の３の項中 

「 

ひたちなか市就学援助費交

付規則による就学援助費の

交付等に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

市長 地方税関係情報であっ

て規則で定めるもの 

住民票関係情報であっ

て規則で定めるもの 

」を 

「 
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ひたちなか市就学援助費交

付規則による就学援助費の

交付等に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

市長 地方税関係情報であっ

て規則で定めるもの 

住民票関係情報であっ

て規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であ

って規則で定めるもの 

」に 

改め，同項を同表４の項とし，同表中２の項を３の項とし，１の項の次に次のよう

に加える。 

２ 市長 住登外者宛名番号管

理機能による住登外

者の情報の管理に関

する事務であって規

則で定めるもの 

教育委員会 住登外者宛名情報であ

って規則で定めるもの 

別表第３に次のように加える。 

５ 教育委員会 住登外者宛名番号管

理機能による住登外

者の情報の管理に関

する事務であって規

則で定めるもの 

市長 住登外者宛名情報であ

って規則で定めるもの 

 

 

付 則 

この条例は，令和８年４月１日から施行する。ただし，別表第２の改正規定（同

表２の項中「又は特例給付（同法附則第２条第１項に規定する給付をいう。）」を削

る部分，同表７の項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部

分及び同表１３の項中「母子健康包括支援センター」を「こども家庭センター」に

改める部分に限る。）は，公布の日から施行する。 
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ひたちなか市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例新旧対照表                Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（個人番号の利用範囲） 

第４条 略 

２・３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

４ 略 

 

別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

１ 市長 ひたちなか市医療福祉費支給に関する条例（平成６年条例

第７２号）による医療福祉費の支給等に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

２ 市長 生活に困窮する外国人に対する生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号）による保護に準ずる措置に関する事務であ

って規則で定めるもの 

３ 市長 ひたちなか市障害者手帳交付申請用診断書料助成要綱（平

成２８年告示第４０号）による助成金の交付等に関する事

務であって規則で定めるもの 

４ 市長 ひたちなか市緊急保育サービス事業実施要綱（平成６年告

示第２６号）による緊急保育サービス事業の実施に関する

事務であって規則で定めるもの 

 

 

 

 
 

５ 教育委員会 ひたちなか市就学援助費交付規則（平成６年教委規則第１

４号）による就学援助費の交付等に関する事務であって規

則で定めるもの 

    

（個人番号の利用範囲） 

第４条 略 

２・３ 略 

４ 市長又は教育委員会は，特定個人番号利用事務を処理するために必要な限

度で，住登外者宛名番号管理機能（市の事務を処理するために利用する情報

システムの機能であって住登外者（市の住民基本台帳に記録されていない者

をいう。以下同じ。）を特定する固有の番号を付番し，管理するものをい

う。以下同じ。）による住登外者の情報の管理に関する情報（以下「住登外

者宛名情報」という。）であって自らが保有するものを利用することができ

る。 

５ 略 

 

別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

１ 市長 ひたちなか市医療福祉費支給に関する条例（平成６年条例

第７２号）による医療福祉費の支給等に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

２ 市長 生活に困窮する外国人に対する生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号）による保護に準ずる措置に関する事務であ

って規則で定めるもの 

３ 市長 ひたちなか市障害者手帳交付申請用診断書料助成要綱（平

成２８年告示第４０号）による助成金の交付等に関する事

務であって規則で定めるもの 

４ 市長 ひたちなか市緊急保育サービス事業実施要綱（平成６年告

示第２６号）による緊急保育サービス事業の実施に関する

事務であって規則で定めるもの 

５ 市長 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に

関する事務であって規則で定めるもの 

６ 教育委員会 ひたちなか市就学援助費交付規則（平成６年教委規則第１

４号）による就学援助費の交付等に関する事務であって規

則で定めるもの 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

-10-



Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

   

 

 
 

別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 ひたちなか市医療福祉費支

給に関する条例による医療

福祉費の支給等に関する事

務であって規則で定めるも

の 

地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）その他の地方税に

関する法律に基づく条例の規

定により算定した税額又はそ

の算定の基礎となる事項に関

する情報（以下「地方税関係

情報」という。）であって規

則で定めるもの 

住民基本台帳法（昭和４２年

法律第８１号）第７条第４号

に規定する事項（以下「住民

票関係情報」という。）であ

って規則で定めるもの 

医療保険各法（健康保険法

（大正１１年法律第７０

号），船員保険法（昭和１４

年法律第７３号），私立学校

教職員共済法（昭和２８年法

律第２４５号），国家公務員

共済組合法（昭和３３年法律

第１２８号），国民健康保険

法（昭和３３年法律第１９２

号）又は地方公務員等共済組

合法（昭和３７年法律第１５

２号）をいう。）又は高齢者

の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号） 

  ７ 教育委員会 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に

関する事務であって規則で定めるもの 

 

別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 ひたちなか市医療福祉費支

給に関する条例による医療

福祉費の支給等に関する事

務であって規則で定めるも

の 

地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）その他の地方税に

関する法律に基づく条例の規

定により算定した税額又はそ

の算定の基礎となる事項に関

する情報（以下「地方税関係

情報」という。）であって規

則で定めるもの 

住民基本台帳法（昭和４２年

法律第８１号）第７条第４号

に規定する事項（以下「住民

票関係情報」という。）であ

って規則で定めるもの 

医療保険各法（健康保険法

（大正１１年法律第７０

号），船員保険法（昭和１４

年法律第７３号），私立学校

教職員共済法（昭和２８年法

律第２４５号），国家公務員

共済組合法（昭和３３年法律

第１２８号），国民健康保険

法（昭和３３年法律第１９２

号）又は地方公務員等共済組

合法（昭和３７年法律第１５

２号）をいう。）又は高齢者

の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-11-



Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

による医療に関する給付の支

給又は保険料の徴収に関する

情報（以下「医療保険給付関

係情報」という。）であって

規則で定めるもの 

生活保護法による保護の実施

又は就労自立給付金の支給に

関する情報（以下「生活保護

関係情報」という。）であっ

て規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対す

る生活保護法による保護に準

ずる措置に関する情報（以下

「生活困窮外国人生活保護関

係情報」という。）であって

規則で定めるもの 

身体障害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号）による身

体障害者手帳に関する情報

（以下「障害者関係情報」と

いう。）であって規則で定め

るもの 

児童扶養手当法（昭和３６年

法律第２３８号）による児童

扶養手当の支給に関する情報

（以下「児童扶養手当関係情

報」という。）であって規則

で定めるもの 

 

 

２ 市長 生活に困窮する外国人に対

する生活保護法による保護 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

による医療に関する給付の支

給又は保険料の徴収に関する

情報（以下「医療保険給付関

係情報」という。）であって

規則で定めるもの 

生活保護法による保護の実施

又は就労自立給付金の支給に

関する情報（以下「生活保護

関係情報」という。）であっ

て規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対す

る生活保護法による保護に準

ずる措置に関する情報（以下

「生活困窮外国人生活保護関

係情報」という。）であって

規則で定めるもの 

身体障害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号）による身

体障害者手帳に関する情報で

あって規則で定めるもの 

 

 

児童扶養手当法（昭和３６年

法律第２３８号）による児童

扶養手当の支給に関する情報

（以下「児童扶養手当関係情

報」という。）であって規則

で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの 

２ 市長 生活に困窮する外国人に対

する生活保護法による保護 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 
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Ｎｏ．４  

旧 新 備考 

 に準ずる措置に関する事務

であって規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報であっ

て規則で定めるもの 

  母子保健法（昭和４０年法律

第１４１号）による養育医療

の給付又は養育医療に要する

費用の支給に関する情報であ

って規則で定めるもの 

  介護保険法（平成９年法律第

１２３号）による保険給付の

支給，地域支援事業の実施又

は保険料の徴収に関する情報

（以下「介護保険給付等関係

情報」という。）であって規

則で定めるもの 

  生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

  中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第３０号）に

よる支援給付又は配偶者支援

金の支給に関する情報（以下

「中国残留邦人等支援給付等

関係情報」という。）であっ

て規則で定めるもの 

  特別児童扶養手当等の支給に

関する法律（昭和３９年法律

第１３４号）による障害児福

祉手当若しくは特別障害者手

当又は国民年金法等の一部を

改正する法律（昭和６０年法 

 に準ずる措置に関する事務

であって規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報であっ

て規則で定めるもの 

  母子保健法（昭和４０年法律

第１４１号）による養育医療

の給付又は養育医療に要する

費用の支給に関する情報であ

って規則で定めるもの 

  介護保険法（平成９年法律第

１２３号）による保険給付の

支給，地域支援事業の実施又

は保険料の徴収に関する情報

（以下「介護保険給付等関係

情報」という。）であって規

則で定めるもの 

  生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

  中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第３０号）に

よる支援給付又は配偶者支援

金の支給に関する情報（以下

「中国残留邦人等支援給付等

関係情報」という。）であっ

て規則で定めるもの 

  特別児童扶養手当等の支給に

関する法律（昭和３９年法律

第１３４号）による障害児福

祉手当若しくは特別障害者手

当又は国民年金法等の一部を

改正する法律（昭和６０年法 
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Ｎｏ．５  

旧 新 備考 

  律第３４号）附則第９７条第

１項の福祉手当の支給に関す

る情報であって規則で定める

もの 

  障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２

３号）による自立支援給付の

支給に関する情報（以下「障

害者自立支援給付関係情報」

という。）であって規則で定

めるもの 

  児童扶養手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 

  児童手当法（昭和４６年法律

第７３号）による児童手当又

は特例給付（同法附則第２条

第１項に規定する給付をい

う。）の支給に関する情報で

あって規則で定めるもの 

 

 

３ 市長 ひたちなか市障害者手帳交

付申請用診断書料助成要綱

による助成金の交付等に関

する事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

４ 市長 ひたちなか市緊急保育サー

ビス事業実施要綱による緊

急保育サービス事業の実施

に関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

生活困窮外国人生活保護関係 

  律第３４号）附則第９７条第

１項の福祉手当の支給に関す

る情報であって規則で定める

もの 

  障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２

３号）による自立支援給付の

支給に関する情報（以下「障

害者自立支援給付関係情報」

という。）であって規則で定

めるもの 

  児童扶養手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 

  児童手当法（昭和４６年法律

第７３号）による児童手当の

支給に関する情報であって規

則で定めるもの 

 

 

  住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの 

３ 市長 ひたちなか市障害者手帳交

付申請用診断書料助成要綱

による助成金の交付等に関

する事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの 

４ 市長 ひたちなか市緊急保育サー

ビス事業実施要綱による緊

急保育サービス事業の実施

に関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 
 

生活困窮外国人生活保護関係 
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Ｎｏ．６  

旧 新 備考 

  情報であって規則で定めるも

の 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

５・６ 略 略 略 

７ 市長 生活保護法による保護の決

定及び実施，就労自立給付

金若しくは進学準備給付金

の支給，被保護者健康管理

支援事業の実施，保護に要

する費用の返還又は徴収金

の徴収に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

生活困窮外国人生活保護関係

情報であって規則で定めるも

の 

８～１２ 略 略 略 

１３ 市長 母子保健法による保健指

導，新生児の訪問指導，健

康診査，妊娠の届出，母子 

生活困窮外国人生活保護関係

情報であって規則で定めるも

の 

  情報であって規則で定めるも

の 

  住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの 

５ 市長 住登外者宛名番号管理機能

による住登外者の情報の管

理に関する事務であって規

則で定めるもの 

医療福祉費の支給等に関する

情報であって規則で定めるも

の 

生活困窮外国人生活保護関係

情報であって規則で定めるも

の 

障害者手帳交付申請用診断書

料助成金の交付等に関する情

報であって規則で定めるもの 

緊急保育サービス事業の実施

に関する情報であって規則で

定めるもの 

特定個人番号利用事務に関す

る情報であって規則で定める

もの 

６・７ 略 略 略 

８ 市長 生活保護法による保護の決

定及び実施，就労自立給付

金若しくは進学・就職準備

給付金の支給，被保護者健

康管理支援事業の実施，保

護に要する費用の返還又は

徴収金の徴収に関する事務

であって規則で定めるもの 

生活困窮外国人生活保護関係

情報であって規則で定めるも

の 

９～１３ 略 略 略 

１４ 市長 母子保健法による保健指

導，新生児の訪問指導，健

康診査，妊娠の届出，母子 

生活困窮外国人生活保護関係

情報であって規則で定めるも

の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-15-



Ｎｏ．７  

旧 新 備考 

 健康手帳の交付，妊産婦の

訪問指導，低体重児の届

出，未熟児の訪問指導，養

育医療の給付若しくは養育

医療に要する費用の支給，

費用の徴収又は母子健康包

括支援センターの事業の実

施に関する事務であって規

則で定めるもの 

 

１４～１６ 略 略 略 

１７ 市長 障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するた

めの法律による自立支援給

付の支給又は地域生活支援

事業の実施に関する事務で

あって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

生活困窮外国人生活保護関係

情報であって規則で定めるも

の 

 

 

１８ 市長 子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）に

よる子どものための教育・

保育給付若しくは子育ての

ための施設等利用給付の支

給又は地域子ども・子育て

支援事業の実施に関する事

務であって規則で定めるも

の 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

生活困窮外国人生活保護関係

情報であって規則で定めるも

の 

 

 

 

 健康手帳の交付，妊産婦の

訪問指導，低体重児の届

出，未熟児の訪問指導，養

育医療の給付若しくは養育

医療に要する費用の支給，

費用の徴収又はこども家庭

センターの事業の実施に関

する事務であって規則で定

めるもの 

 

１５～１７ 略 略 略 

１８ 市長 障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するた

めの法律による自立支援給

付の支給又は地域生活支援

事業の実施に関する事務で

あって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関

係情報であって規則で定める

もの 

生活困窮外国人生活保護関係

情報であって規則で定めるも

の 

住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの 

１９ 市長 子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）に

よる子どものための教育・

保育給付若しくは子育ての

ための施設等利用給付の支

給又は地域子ども・子育て

支援事業の実施に関する事

務であって規則で定めるも

の 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

生活困窮外国人生活保護関係

情報であって規則で定めるも

の 

住登外者宛名情報であって規

則で定めるもの 

２０ 教育委員会 ひたちなか市就学援助費交 住登外者宛名情報であって規 
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別表第３（第５条関係） 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

１ 市長 生活に困窮する外国

人に対する生活保護

法による保護に準ず

る措置に関する事務

であって規則で定め

るもの 

教育委員会 学校保健安全法（昭和

３３年法律第５６号）

による医療に要する費

用についての援助に関

する情報であって規則

で定めるもの 

 

 

 

 

 
 

２ 教育委員会 学校保健安全法によ

る医療に要する費用

についての援助に関

する事務であって規

則で定めるもの 

市長 生活困窮外国人生活保

護関係情報であって規

則で定めるもの 

３ 教育委員会 ひたちなか市就学援

助費交付規則による

就学援助費の交付等

に関する事務であっ 

市長 地方税関係情報であっ

て規則で定めるもの 

  住民票関係情報であっ

て規則で定めるもの 

    

 付規則による就学援助費の

交付等に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

則で定めるもの 

２１ 教育委員会 住登外者宛名番号管理機能

による住登外者の情報の管

理に関する事務であって規

則で定めるもの 

就学援助費の交付等に関する

情報であって規則で定めるも

の 

特定個人番号利用事務に関す

る情報であって規則で定める

もの 

 

別表第３（第５条関係） 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

１ 市長 生活に困窮する外国

人に対する生活保護

法による保護に準ず

る措置に関する事務

であって規則で定め

るもの 

教育委員会 学校保健安全法（昭和

３３年法律第５６号）

による医療に要する費

用についての援助に関

する情報であって規則

で定めるもの 

２ 市長 住登外者宛名番号管

理機能による住登外

者の情報の管理に関

する事務であって規

則で定めるもの 

教育委員会 住登外者宛名情報であ

って規則で定めるもの 

３ 教育委員会 学校保健安全法によ

る医療に要する費用

についての援助に関

する事務であって規

則で定めるもの 

市長 生活困窮外国人生活保

護関係情報であって規

則で定めるもの 

４ 教育委員会 ひたちなか市就学援

助費交付規則による

就学援助費の交付等

に関する事務であっ 

市長 地方税関係情報であっ

て規則で定めるもの 

  住民票関係情報であっ

て規則で定めるもの 
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 て規則で定めるもの   

 
 

 て規則で定めるもの  住登外者宛名情報であ

って規則で定めるもの 

５ 教育委員会 住登外者宛名番号管

理機能による住登外

者の情報の管理に関

する事務であって規

則で定めるもの 

市長 住登外者宛名情報であ

って規則で定めるもの 
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